
 

 

 

 

    

 

  

浦安市立日の出小学校 

学校だより №９ 

令和４年１１月１日 

日 曜 １１月 の 行 事 予 定 

1 火 スクールカウンセラー勤務日 

2 水 クラブ活動 ＰＴＡ花いっぱい運動 

3 木 文化の日 

4 金 

ＰＴＡ花いっぱい運動予備日 

紙芝居教室１年 

学年ＰＴＡ活動５年 

5 土 日の出小フェスティバル（お父さんの会） 

6 日  

7 月 読み聞かせ １～３年 

8 火 校外学習４年 

9 水 委員会活動 学年ＰＴＡ活動２年 

10 木 

月曜日課 修学旅行６年 

保護者・教職員向けＳＮＳ教室 

（日の出中学校にて） 

11 金 修学旅行６年 

12 土  

13 日 吹奏楽アンサンブルコンテスト 

14 月 
読み聞かせ １～３年 

学年ＰＴＡ活動６年 

15 火 
浦安市教育委員会学校訪問のため

特別日課４時間 

16 水 浦教研 スクールカウンセラー勤務日 

17 木  

18 金 学年ＰＴＡ活動３年 

19 土 

ミニバスケットボール市内大会予選 

浦安市子ども作品展 
市民プラザ Wave101 9:15～16:30 

21日(月)は 11:45閉場 

20 日 浦安市子ども作品展 

21 月 
浦安市子ども作品展 

読み聞かせ １～３年 

22 火  

23 水 勤労感謝の日 

24 木 集金日 校外学習５年 

25 金 
学年ＰＴＡ活動１年 

雪国体験教室保護者説明会５年 

26 土 
ミニバスケットボール市内大会決勝 

サッカー市内大会予選 

27 日  

28 月 
就学時健康診断のため特別日課３時間

（給食あり） 

29 火  

30 水  

 

＜学校教育目標＞  強い心と優しい気持ちをもった人間味あふれる児童の育成 
～ やさしく  かしこく  たくましく  ～ 

集団の中での学び 

 

朝夕冷え込み、赤や黄に色づいた校庭 

の桜の葉が風に舞う姿に、秋の深まりを 

感じます。 

先日実施した運動会では、お父さんの会の方々をは

じめ、多くの皆様に準備･後片付け等のご協力をいた

だくとともに、各ご家庭におかれましては、感染症対

策へのご協力や温かいご声援をいただきました。本当

にありがとうございました。直前に体調不良者が増え

たこともあり、事前の練習もままならない状況ではあ

りましたが、子どもたちは、それぞれに精一杯の頑張

りを見せてくれたと感じています。閉会式でも話しま

したが、全力で取り組む姿は、年齢を問わず多くの人

に感動を与え、心を動かす素敵なことであるというこ

とを改めて感じています。ご家庭でもぜひたくさんほ

めていただければ幸いです。 

 

さて、ある会議に出席していた際、大学の先生が、

「最近の大学生は、いわゆるいい子が多く、逆に言う

と自分が傷つかないような行動ばかりするような大

学生が増えてきている印象がある。今の若い人たちに

このような傾向があるとすれば子ども同士の切磋琢

磨が少し弱っているのかもしれない。」と話されてい

たことがとても印象に残りました。 

集団で学ぶためには、互いを尊重し、ともに高め合

おうという気持ちが不可欠となります。当然、自分の

思いどおりにはいかないことが多くなりますが、悩

み、ぶつかりながらも前進させていく力をつけていく

ことは、社会の中で自立していくためにとても重要で

あると考えます。その意味でも、運動会での集団演技

や係活動等は、小さな１コマではありますが、集団で

学ぶことの大切さに触れる良い機会であったと捉え

ています。 

今後もこのような活動を通して、集団で学ぶことの

良さについて子どもたちが実感し、かかわりあいを深

められるよう努めていきたいと思います。 

 引き続き、保護者の皆様、地域の皆様のご理解ご協

力をお願いいたします。 

校長  大和 利光 



＜おめでとうございます！ ～千葉県青少年読書感想文コンクール市内審査会 入賞の児童～＞ 

【自由図書の部】入選 ２年  ４年  ６年  

【課題図書の部】入選 １年  ３年  ６年  

＜児童生徒向けわいせつセクハラ相談窓口について＞ 

 このことについて、５月 24日に発行しましたお手紙でもお知らせしていますが、改めて、

下記の「相談窓口への入り方」をご確認いただくとともに、これまでどおり学校に相談する

ことと併せて、ご活用ください。なお、千葉県教育委員会は下記の方針の下、教職員の児童

生徒に対するわいせつセクハラ行為の根絶に努めています。 

～相談窓口への入り方（以下のいずれかの方法で入れます）～ 

１ 県教育委員会ホームページ「教育委員会のセクハラ相談窓口」ページ内、「児童生徒向

けわいせつセクハラ相談窓口（ちば電子申請サービス）へ」をクリックする。 

２ 右ＱＲコードを読み取る。 

 

３ 下記ＵＲＬを入力する。 

「 https://s-kantan.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=2303 」  

 

 

 

 

 

 

＜１１月の下校時刻＞ 

日 曜 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 

１ 火 １４：４５ １５：３５ １５：３５ １５：３５ １５：３５ １５：３５ 

２ 水 １４：３５ １４：３５ １４：３５ １５：３５ １５：３５ １５：３５ 

４ 金 １４：４５ １４：４５ １５：３５ １５：３５ １５：３５ １５：３５ 

７ 月 １４：４５ １４：４５ １４：４５ １４：４５ １４：４５ １４：４５ 

８ 火 １４：４５ １５：３５ １５：３５ １５：３５ １５：３５ １５：３５ 

９ 水 １４：３５ １４：３５ １４：３５ １４：３５ １５：３５ １５：３５ 

１０ 木 １４：４５ １４：４５ １４：４５ １４：４５ １４：４５ 
 

１１ 金 １４：４５ １４：４５ １５：３５ １５：３５ １５：３５ １６：５０ 

１４ 月 １４：４５ １４：４５ １４：４５ １４：４５ １４：４５ １４：４５ 

１５ 火 １３：３０ １３：３０ １３：３０ １３：３０ １３：３０ １３：３０ 

１６ 水 １３：３０ １３：３０ １３：３０ １３：３０ １３：３０ １３：３０ 

１７ 木 １４：４５ １４：４５ １４：４５ １４：４５ １４：４５ １４：４５ 

１８ 金 １４：４５ １４：４５ １５：３５ １５：３５ １５：３５ １５：３５ 

２１ 月 １４：４５ １４：４５ １４：４５ １４：４５ １４：４５ １４：４５ 

２２ 火 １４：４５ １５：３５ １５：３５ １５：３５ １５：３５ １５：３５ 

２４ 木 １４：４５ １４：４５ １４：４５ １４：４５ １６：００ １４：４５ 

２５ 金 １４：４５ １４：４５ １５：３５ １５：３５ １５：３５ １５：３５ 

２８ 月 １２：１５ １２：１５ １２：１５ １２：１５ １２：１５ １２：１５ 

２９ 火 １４：４５ １５：３５ １５：３５ １５：３５ １５：３５ １５：３５ 

３０ 水 １４：３５ １４：３５ １４：３５ １４：３５ １４：３５ １４：３５ 

＜千葉県教育委員会の方針＞ 

教職員との電子メール及びＳＮＳ等を使用した私的なやりとりや教職員の自家用車へ

の同乗は、わいせつ事案等の不祥事のきっかけとなりうることから、禁止であること。

なお、やむを得ず行うときには、教職員は、管理職の許可を得ていることが必要である。 

※なお、これらに関する相談は、上記相談窓口へ連絡していただくこともできます。 

https://s-kantan.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=2303


 


